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(57)【要約】
【課題】予定記入欄に予定を横書きでも縦書きでも手軽
に記入可能な手帳を提供する。
【解決手段】月単位または週単位で日毎の予定等を記入
するための予定記入欄が１頁または見開きの左右ページ
に記載された手帳において、前記予定記入欄には、罫線
が所定間隔あけて複数掲載されるとともに、これら罫線
間には、月単位または週単位の日毎の記入スペースが設
けられ、この記入スペースの長さ方向一端側には、縦書
き用日付部が設けられて、この縦書き用日付部には日付
が縦書きで掲載され、また記入スペースの長さ方向他端
側には、横書き用日付部が設けられて、この横書き日付
部には、日付が縦書きで掲載され、更に罫線に対して直
交する補助罫線が所定間隔開けて複数掲載されている。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　予定記入欄が掲載された長尺の予定記入紙と、この予定記入紙の長さ方向一端に接続さ
れる表表紙と、予定記入紙２の長さ方向他端に接続される裏表紙と、表表紙及び裏表紙に
それぞれ取り付けられる磁石から構成され、前記予定記入紙は蛇腹状に折畳まれ、蛇腹状
に折畳まれた予定記入紙を挟んで、前記表表紙に取り付けた磁石を前記裏表紙に取り付け
た磁石に吸着させるようにしていることを特徴とする予定記入帳。
【請求項２】
　前記予定記入紙の表面と裏面にそれぞれ前記予定記入欄が掲載されていることを特徴と
することを請求項１に記載の予定記入帳。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、日々の予定等を記入するための予定記入帳に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般にこの種の予定記入帳として、例えば、日々の予定を記入するための予定記入欄が
見開きの左右頁にそれぞれ記載された手帳が見受けられる。（特許文献１参照）。
【０００３】
　しかしながら以上の手帳では、携帯には便利であるが、例えば記入した予定欄を見るた
めに、冷蔵庫などに貼り付けることが困難であり、その都度手帳の予定欄を開いて、確認
するしかなく、予定を即座に確認することが難しい。
【特許文献１】実用新案登録第３１３７２０１号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、以上の実情に鑑みて開発したものであって、目的とするところは、例えば冷
蔵庫のドアなどに所望のページを開いた状態で簡単且つ確実に取り付けることができ、し
かも携帯も手軽な予定記入帳を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　以上の目的を達成するために、請求項１に記載の発明は、予定記入欄が掲載された長尺
の予定記入紙と、この予定記入紙の長さ方向一端に接続される表表紙と、予定記入紙２の
長さ方向他端に接続される裏表紙と、表表紙及び裏表紙にそれぞれ取り付けられる磁石か
ら構成され、前記予定記入紙は蛇腹状に折畳まれ、蛇腹状に折畳まれた予定記入紙を挟ん
で、前記表表紙に取り付けた磁石を前記裏表紙に取り付けた磁石に吸着させるようにして
いることを特徴とする。
【０００６】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の予定記入帳において、前記予定記入紙の表
面と裏面にそれぞれ前記予定記入欄が掲載されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　請求項１に記載の発明によれば、表表紙と裏表紙とで蛇腹状に折畳まれた予定記入紙を
挟んで、表表紙に取り付けた磁石を裏表紙に取り付けた磁石に吸着させることにより、予
定記入帳が不用意に開くようなことがなく、簡単かつ手軽に携帯することが出来、予定記
入欄の所定の予定記入部を見たいときには、例えば表表紙を裏表紙に対して展開させるだ
けで、折畳まれている予定記入紙の予定記入欄の所望の個所を開くことができる。
【０００８】
　しかも本発明にかかる予定記入帳を例えば冷蔵庫のドアなどに取り付けて、所定の予定
記入欄を開きたい場合には、折畳まれている所望の予定記入部を展開するとともに、それ
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以外の予定記入部を折畳んだ状態で表表紙及び裏表紙の裏面側にそれぞれ重合させて、磁
石５を冷蔵庫のドアに吸着させることで、所望の予定記入部のみが展開した状態でドアに
確実に取り付けることが出来る。
【０００９】
　請求項２に記載の発明によれば、請求項１に記載の発明の効果に加え、予定記入紙の表
と裏が利用されるので、蛇腹状に折畳まれる予定記入紙の全長を短く出来て、予定記入帳
をそれだけ嵩低くすることが出来る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明にかかる予定記入帳の一実施形態を説明する。
【００１１】
　まず図１は予定記入帳を分解して示す表側の展開図、図２は予定記入帳の表側の展開図
、図３は予定記入帳の裏側の展開斜視図、図４は折畳んだ状態の予定記入帳の斜視図、図
５は、所定の予定記入部を開いた状態を示す予定記入帳の斜視図、図６及び図７は、予定
記入帳の使用例を示す斜視図である。
【００１２】
　図において符号１で示す予定記入帳は、
予定記入欄２１が掲載された長尺の予定記入紙２と、
この予定記入紙２の長さ方向一端に接続される表表紙３と、
予定記入紙２の長さ方向他端に接続される裏表紙４と、
表表紙３及び裏表紙４にそれぞれ取り付けられる磁石５から構成されている。
【００１３】
　予定記入紙２は、帯状に形成された紙葉２０を蛇腹状に折畳んだものであって、この予
定記入紙２の表面には、一年の前半の日々に対応する予定記入欄２１が掲載されており、
また予定記入紙２の裏面には、一年の後半の日々に対応する予定記入欄２１が掲載されて
いる。
【００１４】
　予定記入欄２１中の日毎の予定記入部２２は縦長とした長方形であって、実施形態では
、図１にも示すように、横方向（予定記入紙２の幅方向）に一週間分、即ち、７日分の予
定記入部２２が横方向に並べられている。
【００１５】
　また、予定記入紙２の裏面に記載の予定記入部２２は、予定記入紙２の表面に記載の予
定記入部２２とは上下逆方向に記載されている。
【００１６】
　そして、予定記入紙２は、紙葉２０中の２週間分の予定記入部２２に相当する部分毎に
順次蛇腹状に折られるようにしている。
【００１７】
　またこの予定記入欄２１は、図１にも示すように、月の最終日の予定記入部２２に続い
て次の月の予定記入部２２が連続して掲載されている。
【００１８】
　表表紙３及び裏表紙４は、平面視長方形とした紙葉３０・４０を２つ折りにしたもので
あって、これら表表紙３及び裏表紙４は、２つに折った紙葉３０・４０の遊端部間に予定
記入紙２の長さ方向両端部を介装して接着剤により接着することで、予定記入紙２の長さ
方向両端部に接続されている。
【００１９】
　磁石５は、マグネットシートと称されるゴム製のシート状の磁石が用いられ、この磁石
５を、表表紙３及び裏表紙４を構成する紙葉３０・４０を２つ折りにする前に紙葉３０・
４０の内側面に貼り付けることで、２つ折りにした紙葉３０・４０内の中央に装填するよ
うにしている。
【００２０】
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　尚、磁石５は、前述のシート状の磁石に替えて、例えば磁力が強力なタブレット状の磁
石を用いてもよい、
　以上の構成からなる予定記入帳１を使用しない時には、図４に示すように、表表紙３と
裏表紙４とで蛇腹状に折畳まれた予定記入紙２を挟んで、表表紙３に取り付けた磁石５を
裏表紙４に取り付けた磁石５に吸着させるのであって、これにより、予定記入帳１は、不
用意に開くようなことがなく、例えばバッグなどに入れて簡単かつ手軽に携帯することが
出来る。
【００２１】
　また予定記入欄２１の所定の予定記入部２２を見たい場合には、図５に示すように、表
表紙３または裏表紙４を裏表紙４または表表紙３に対して展開させて、折畳まれている予
定記入紙１の予定記入欄２１の所望の個所を開けばよい。
【００２２】
　次に以上の予定記入帳１を例えば冷蔵庫のドアなどに取り付けて、所定の予定記入欄２
１を開きたい場合について説明する。
【００２３】
　まず開きたい予定記入部２２が予定記入紙２の表面側に記載されている場合は、図６に
示すように、折畳まれている表側の所望の予定記入部２２を展開するとともに、それ以外
の予定記入部２２を折畳んだ状態で表表紙３及び裏表紙４の裏面側にそれぞれ重合させて
、磁石５を冷蔵庫のドアに吸着させることで、所望の予定記入部２２のみが展開した状態
でドアに取り付けられるのであって、この場合には、表表紙３が上で、裏表紙４が下とな
って、ドアに取り付けられる。
【００２４】
　一方、開きたい予定記入部２２が予定記入紙２の裏面側に記載されている場合は、図７
に示すように、裏面側の所望の予定記入部２２を展開するとともに、それ以外の予定記入
部２２を折畳んだ状態で表表紙３及び裏表紙４の裏面側にそれぞれ重合させて、磁石５を
冷蔵庫のドアに吸着させることで、所望の裏側の予定記入部２２のみが展開した状態でド
アに取り付けられるのであって、この場合、裏表紙４が上で、表表紙３が下となる。
【００２５】
　斯くして、以上の予定記入帳１を例えば冷蔵庫のドアなどに取り付けて用いる場合、予
定記入部２２必要な箇所のみが展開されて、不必要な予定記入部２２は折畳まれた状態で
冷蔵庫のドアなどに取り付けることができるので、予定記入部２２に記載されている予定
が見易いし、しかもその他の予定記入部２２は、ばらけることなくドアに確実に保持する
ことができる。
【００２６】
　以上の実施形態では、表表紙３及び裏表紙４を、平面視長方形とした紙葉３０・４０を
２つ折りにしたものから形成したが、これに限定されるものではなく、図８及び図９に示
す構成のものとしてもよい。
【００２７】
　即ち図８及び図９に示す表表紙３及び裏表紙４は、塩化ビニールシート材から袋状に形
成した表紙本体３１・４１とこの表紙本体３１・４１内に装填された２枚の厚紙３２・４
２と、表紙本体３１・４１の外面にウエルダー加工により組み付ける接続シート３３・４
３とから構成されている。
【００２８】
　そして予定記入紙２の長さ方向両端部には円形の透孔２５を形成し、予定記入紙２の透
孔２５形成部分を前記した表紙本体３１・４１と接続シート３３・４３との間に介装した
上で、ウエルダー加工により、図９に示すように、透孔２５を介して接続シート３３・４
３を表紙本体３１・４１に熱溶着することで、予定記入紙２の長さ方向両端部に表表紙３
及び裏表紙４を接続している。
【００２９】
　尚、磁石５は、厚紙３２・４２の一枚に形成した透孔３２ａ・４２ａに組み込んでいる
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【００３０】
　以上の図８及び図９に示す実施形態の予定記入帳は、表紙本体３１・４１が塩化ビニー
ルシート材から形成され、しかもこの表紙本体３１・４１内に厚紙３２・４２が装填され
ているので、表表紙３及び裏表紙４の剛性及び耐水性が充分確保され、予定記入帳の携帯
がより行い易くなる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明にかかる予定記入帳の一実施形態を分解して示す表側の展開図。
【図２】同、予定記入帳の表側の展開図。
【図３】同、予定記入帳の裏側の展開斜視図。
【図４】折畳んだ状態の予定記入帳の斜視図。
【図５】所定の予定記入部を開いた状態を示す予定記入帳の斜視図。
【図６】予定記入帳の使用例を示す斜視図。
【図７】予定記入帳の使用例を示す斜視図。
【図８】本発明にかかる予定記入帳の別の実施形態を一部切り欠いて示す分解斜視図。
【図９】本発明にかかる予定記入帳の別の実施形態を一部切り欠いて示す斜視図。
【符号の説明】
【００３２】
　１　　　予定記入帳
　２　　　予定記入紙
　２１　　予定記入欄
　２２　　予定記入部
　３　　　表表紙
　４　　　裏表紙
　５　　　磁石
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【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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